
【投下固定資産額及び常用従業員数（新規雇用者数）の要件】　※条例で規定しているもの

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

【助成対象業種】　※施行規則で規定しているもの

Ａ（農業、林業） Ａ（農業、林業）

植物工場 植物工場のみ

Ｂ（漁業） Ｂ（漁業）

閉鎖循環式陸上養殖 閉鎖循環式陸上養殖のみ

Ｅ（製造業） Ｅ（製造業）

製造業全項目

Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業） Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業）

バイオマス発電所(工業専用地域限定) バイオマス発電所のみ

Ｇ（情報通信業） Ｇ（情報通信業） 情報通信業全項目の追加

データセンターなど

Ｈ（運輸業、郵便業） Ｈ（運輸業、郵便業）

倉庫業 倉庫業、冷蔵倉庫業など

道路貨物運送業 一般・特殊貨物運送、集配利用運送など

運輸に附帯するサービス業

Ｉ（卸売業、小売業） Ｉ（卸売業、小売業） Ｉ（卸売業、小売業） 小売業の追加

卸売業全項目 卸売業全項目 ＢtoＢ

ＢtoＣ

Ｌ（学術研究，専門・技術サービス業） Ｌ（学術研究，専門・技術サービス業）

自然科学研究所 理学、工学、農学、医学・薬学

Ｍ（宿泊業，飲食サービス業） Ｍ（宿泊業，飲食サービス業）

旅館・ホテル 旅館・ホテルなど

Ｎ（生活関連サービス業，娯楽業） Ｎ（生活関連サービス業，娯楽業） 娯楽業の追加

Ｒ（サービス業（他に分類されないもの）） Ｒ（サービス業（他に分類されないもの））

自動車整備業 自動車管理事務所、整備工場

機械修理業 一般機械、建設機械、鉱山機械の修理

電気機械修理業 電気機械機器類の修理

Ｇ（情報通信業） Ｇ（情報通信業） Ｇ（情報通信業） 情報通信業全項目への拡大

コールセンター業

データセンター

情報サービス業 【主な追加点】

インターネット付随サービス業 ＡＩ開発、ＡＩ分析、

ＢＰＯオフィス 映像制作、アニメーション制作、

レコーディングスタジオ、広告制作など

改正理由

変更なし

食料品、飼料、繊維、木製品、紙加工品、プラ
スチック、鉄鋼、金属、電子部品など

大規模投資が見込まれるデータセンター等につ
いては、現行の【情報関連・バックオフィス等
指定企業者】で助成する制度では不十分である
ことから、【指定企業者】に追加する。

変更なし

運送管理事務所、こん包業、トラックターミナ
ル、荷さばき施設提供業など

（企業が企業に対して商品やサービスを提供）

対象業種

変更なし

改正前

改正前 改正後

移設 要件なし かつ 新規のみ(３人以上)

変更なし
増設 要件なし かつ 新規のみ(３人以上)

新設 要件なし かつ 新規のみ(３人以上)

変更なし

投下固定資産額 常用従業員(新規)

指定企業者

該当助成金常用従業員(新規)

新設 ２千万円以上 かつ ５人以上(３人以上)

改正後 改正理由

投下固定資産額

移設 ２千万円以上 かつ ５人以上

増設 ２千万円以上 かつ ５人以上

情報関連・
バックオフィス等

指定企業者
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現行の助成金は、ものづくり企業（ＢtoＢ）を
重点に助成制度を創設している。

※ものづくり企業が立地することで、
　　①市内企業への波及効果
　　②関連企業の更なる立地
　が見込まれるため、手厚い助成制度と
　している。

指定企業者

● ● ● ● ● ● -

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

-

● ● ● ● ● ● -

● -

● -
情報通信業全項目
（賃貸借物件で行う事業は除く。）

● ● ● ● ● ● -

● ● ● ● ●

● -　総合支所管轄や沿岸部などの生活支援策のほ
か、雇用人数が多く短時間就労が可能、地元雇
用の受け皿となり、地域定着率が高くなると見
込まれることから、雇用対策、定住対策として
追加

小売業全項目
（二線堤海側、半島沿岸部、総合支所管轄、中心市街地に
限る。延床面積1,000㎡以上に限る。） ● - - - - ● -

● ● ● ● ●

ＢtoＣ企業の追加にあたり、短時間雇用が見込まれるこ
とや、上水道利用が少ないと見込まれるなど、ものづく
り企業が立地する際の条件とは異なることから、②～⑤
を除外している。

（企業が一般消費者に対して商品やサービス
　を提供）

● ● ● ● ● ● -

● -

● - - - - ● -

● ● ● ● ●

ＢtoＣ企業の追加にあたり、短時間雇用が見込まれるこ
とや、上水道利用が少ないと見込まれるなど、ものづく
り企業が立地する際の条件とは異なることから、②～⑤
を除外している。

娯楽業
（映画館、劇場、スポーツ施設、遊戯場等（風俗営業等
の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法
律第１２２号）第２条に規定する業種を除く。)、カラ
オケボックス業）

映画館、劇場、スケートリンク、乗馬クラブ、
ゴルフ練習場、ボウリング場、バッティングセ
ンター、園庭、テーマパーク、ビリヤード場、
ｅスポーツ施設、カラオケボックスなど

令和７年度実施の学生アンケート調査により、
「遊べる場所がない」「スポーツができる環
境、カラオケやショッピングモールの不足」と
いった声が多数寄せられたことから、若者の定
住対策として追加

● ● ● ● ● ● -変更なし

- ●
情報関連・

バックオフィス等
指定企業者

情報通信業全項目
（賃貸借物件で行う事業に限る。）

コールセンター業、情報サービス業、インター
ネット付随サービス業、ＢＰＯオフィス、ＡＩ
開発、ＡＩ分析、映像制作、アニメーション制
作、レコーディングスタジオ、広告制作など

　働き手不足に伴う省人化に対応する手法とし
て、ＡＩや各種ソフトウェアの開発や通信業、
映像・音声製作業などが活発となっていること
への対応のため。
【参考】
　ＡＩ開発（ソフトウェア業）
　ＡＩ分析（情報処理・提供サービス業）

- - - - -
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【助成金種別】

対　象：新設、増設、移設

助成金：固定資産税全額（限度なし） 助成金：固定資産税全額（限度額２億円/年）

期　間：５年間 期　間：(1)土地・家屋　　５年間 償却資産の効果

　　　　(2)償却資産（耐用年数ごと）

　　　　　①20年以上　　　　　　　５年間

　　　　　②10年以上～20年未満　　４年間

　　　　　③5年以上～10年未満　　 ３年間 【参考】大規模投資企業の５年間の効果

【参考】

　データセンターの設備投資額

①小～中規模（IT負荷：1～5ＭＷ） 50～150億円

②中～大規模（IT負荷：10～30ＭＷ） 300～800億円

③ハイパースケール/ＡＩ対応型 1,000～2,000億円

　　　　　　（IT負荷：50ＭＷ超）

対　象：新設、増設、移設

　　　　新規雇用者を１年以上雇用した場合

助成金：各項目　限度額なし

　　　　(1)新設　　　 100万円/人

　　　　(2)増設・移設　20万円/人

　　　　　※二線堤海側、半島沿岸部　40万円/人

期　間：１人１回限り

対　象：新設のみ 対　象：新設のみ

　　　　二線堤海側、半島沿岸部のみ

助成金：上水道料金または淡水化、地下水利用の

　　　　維持・運営費の50％（限度額1,000万円/年） 範囲拡大のため

期　間：５年間 １件を見込む

対　象：新設、増設、移設 対　象：新設、増設、移設

　　　　二線堤海側、半島沿岸部のみ 　　　　二線堤海側の市有地、半島沿岸部の市有地のみ

助成金：限度額１億円 助成金：限度額１億円

　　　　（分譲㎡単価－12,000円/㎡）× 　　　　（分譲㎡単価－14,000円/㎡）×

　　　　　①新設　　　　50％×分譲面積 　　　　　①新設　　　　50％×分譲面積

　　　　　②増設・移設　25％×分譲面積 　　　　　②増設・移設　25％×分譲面積

期　間：１回限り

対　象：新設、増設、移設

　　　　民有地、国または県有地

助成金：①＋②　限度額１億円

　　　　①（分譲㎡単価－14,000円/㎡）×25％×分譲面積 新規１件を見込む

　　　　②造成費×10％

期　間：１回限り

対　象：新設、増設、移設

　　　　二線堤海側、半島沿岸部のみ

助成金：自家発電、土盛・嵩上工事費×50％

　　　　限度額1,000万円

期　間：１回限り

対　象：新設のみ 対　象：新設、増設、移設

助成金：太陽光発電、公害防止設備、空気調和設備等

　　　　設置費×50％ 範囲拡大のため

　　　　限度額1,000万円 １件を見込む

期　間：１回限り

対　象：新設、増設、移設

助成金：(1)＋(2)＋(3)

　　(1)投下固定資産額×10％（限度額1,000万円）

　　(2)月額賃料×10％×12か月（限度額100万円/年）

　　(3)新規雇用者を１年間雇用した場合

　　　①新設　　　 　100万円/人（限度額なし）

　　　②増設、移設　　20万円/人（限度額なし）

　　　　※二線堤海側、半島沿岸部　40万円/人

期　間：(1)１回限り

　　　　(2)５年間

　　　　(3)１回限り

令和８年度の財政効果　計 880,518,642 845,126,342 ▲ 35,392,300

⑦
情報関連・
バックオフィス等
企業立地促進
助成金

変更なし

初期投資額が小さく従来の制度では投下固定資産額
の要件を満たさないケースが多かった情報関連及び
バックオフィス関連産業が新設等をする場合に助成
する制度

0 10,000,000 10,000,000

⑥
環境対策助成金

新設された工場等の営業の開始に伴い、太陽光発電
を始めとした各種発電設備や排煙、排気及び排水等
の環境対策のための設備を設置した場合、また、空
気調和システム等の職場環境の適正管理のための設
備を設置した場合に助成する制度

　増設や移設においても、太陽光など環境に配慮し
た設備を設置する企業が増加したため、範囲を拡大
する。

20,000,000 30,000,000 10,000,000

変更なし

事業継続対策
助成金

廃　　　止

（活用実績なし）

災害などの緊急事態が発生した際、事業継続が可能
となる設備を設置した場合に助成する制度
【対象事業】
・自家発電装置、蓄電池等の設置、データ管理用
サーバー・データバックアップシステム導入、緊急
地震速報システム等

　部材高騰により、通常使用しない設備の設置は助
成制度を活用したとしても、企業負担が大きいた
め、制定から現在まで活用実績がないため、廃止す
る。

0 0 0

⑤
【新】
民有地等取得費等
助成金

【新規】
市有地の供給が進む中、現在の空き画地は狭小で不
整形の土地が多く、進出したい企業に対応できない
ケースが増えていることから、市で造成すると高額
負担が強いられるため、民間で所有する土地を有効
活用することを目的に新設した制度
・市有地の状況　169画地中　101画地供給済
・空画地の状況　 68画地中　整形7画地
　　　　　　　　5,000㎡以下の画地60画地

　高額負担となる市造成での団地形成ではなく、民
間等で所有する土地の有効活用及び居抜き物件の活
用促進を目的とし、新たに制定

0 100,000,000 100,000,000

④
市有地取得費
助成金
【(旧)用地取得費助
成金】

新設等した事業者が、特定区域内の用地を取得した
場合に助成する制度
（上釜・下釜産業ゾーンの㎡単価が県内産業団地の
㎡単価より割高となっていることから、県内平均㎡
単価を上回った額を対象）

　県内主要工業団地の平均単価の変更に伴い改正

・令和３年度改正時　12,000円（令和2年度価格）
　※高額地区を除く
　　泉パークタウン・ソフトパーク(45,866円)
　　成田南(38,000円)
・令和８年度改正時　14,000円（令和6年度価格）
　※高額地区を除く
　　泉パークタウン・ソフトパーク(35,700円)

143,935,821 130,025,721 ▲ 13,910,100

県産業用地単価平均
が増となったことに
よるもの

変更なし

③
上水道料金助成金

１年間に支払った上水道料金、又は、海水や地下水
を事業の用に供するために設置した設備の維持管理
及び運用に要した経費に対し助成する制度
（石巻市に工業用水道がないため）
【参考】県内の工業用水道供給地区
仙台市、塩竃市、多賀城市、富谷市、大崎市、
七ケ浜町、利府町、大和町、大衡村、加美町

　民有地等取得費等助成金を新設することに伴い、
市全域において、水を大量に使用する製造業等の立
地が見込まれることから、地域の範囲を拡大する。
【参考】月1万㎥使用する工場の場合（概算）
上水道（石巻） 約250～300万円
上水道（仙台） 約280～330万円
工業用水道 約30～50万円　▶ 年間数千万円差

65,700,421 75,700,421 10,000,000

変更なし

②
雇用奨励助成金

新設等した事業所が、創業開始日の前後６か月の間
に新たに雇用された従業員で１年間雇用した者の人
数に応じ助成する制度
（石巻市に住所を要する者が対象）

変更なし
効果（影響）なし

109,000,000 109,000,000 0

①
企業立地助成金
（データセンター）

0 147,000,000 147,000,000 　生成ＡＩなどの活用が活発となり、データセン
ターなど大規模投資の動きが活発となってきてお
り、情報関連・バックオフィス等企業立地促進助成
金では、企業側に対するインセンティブとはならな
いため、分離し、指定企業者に追加する。
【参考】
中規模程度のデータセンターを誘致した場合
設備投資額150億円と試算する。
　15,000,000,000円×0.7×1.4％

改正理由

①
企業立地助成金
（既存事業者）

変更なし 新設等した事業所に課せられ、納付した固定資産税
額相当額を助成する制度
（新設等に要した投下固定資産が対象）

　市の財政状況を踏まえ、償却資産の対応年数に応
じた助成制度に改正した。
　また、上限を設定することにより、大規模投資す
る企業に対する助成金を減額することで、市の財政
負担の軽減を図る。

541,882,400 243,400,200 ▲ 298,482,200

▲ 838,200

限度額2億円の効果

▲ 297,644,000

2,433,646,100 1,000,000,000 ▲ 1,433,646,100

改正に伴う助成金の効果（影響）額（令和８年度当初予算）

改正前 改正後 助成金の概要 改正前(円) 改正後(円) 効果（影響額：円）
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新たに創設

民有地等取得費等助成金 企業立地助成金
投資助成金

（設備投資に対する助成）
雇用奨励助成金 上水道料金助成金

市有地取得費助成金
（旧　用地取得費助成金）

環境対策助成金
事業継続対策

助成金【廃止】
情報関連・バックオフィス等

企業立地促進助成金

1 仙台市 なし
新設投資に係る固定資産税等相当額の100％
3年間
※加算地域＋1年、復興特区（蒲生）＋2年

新設投資に係る固定資産税等相当額の100％
限度額1,000万円
1年間（中小企業者のみ）

新規雇用者数×10万円（限度5,000万円）、60万
円、100万円（限度なし）※業種・雇用形態による

なし なし なし なし

・固定資産税額×100％
　3年又は5年（復興特区等の加算）
・新規雇用者×10万円（限度5,000万円）、60万円、100
万円（限度なし）※業種・雇用形態による

2 石巻市
（改正後）

下記①＋②（限度１億円）
① （民地等取得費/㎡ -14,000円）
　　　　　　　　×用地取得面積×25%
② 土地造成費×10%
　　（開発行為を伴う造成に限る）

固定資産税全額（限度２億円）
①固定資産額
　ア　土地、家屋　　５年間
　イ　償却資産（対応年数ごと）
　　・20年以上　　　　　　５年間
　　・10年以上20年未満　　４年間
　　・5年以上10年未満　　 ３年間
　　※脱炭素推進企業は各項目１年間延長

なし

限度額なし
・新設　　　　新規雇用者×100万円/人
・増設・移設　新規雇用者× 20万円/人
　※二線提海側・半島沿岸部は40万円/人

上水道料金または淡水化、地下水利用
　の維持・運用費×50％
限度1,000万円
5年間
　※脱炭素推進企業は各項目１年間延長
新設のみ

二線提海側・半島沿岸部の市有地
（分譲㎡単価－14,000円）×
　①新設　　　　 50％×分譲面積
　②(増設・移設　25％×分譲面積
限度１億円

太陽光発電、公害防止設備、空気調和設備
　設置費×50％
限度1,000万円
１回限り

なし

①＋②＋③
①固定資産額（限度2億円）
　ア　土地、家屋　　５年間
　イ　償却資産（対応年数ごと）
　　・20年以上　　　　　　５年間
　　・10年以上20年未満　　４年間
　　・5年以上10年未満　　 ３年間
②月額賃料×10％×12カ月（限度100万円/年）
③新規雇用者（限度なし）
  ・新設　　　　新規雇用者×100万円/人
  ・増設・移設　新規雇用者× 20万円/人

3 塩竈市 なし
固定資産税の25％相当額
5年間

なし 新規雇用者数×10万円 なし なし なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

4 気仙沼市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産額相当額
(取得価格1,000万円以上の家屋・償却資産に限る)
5年間

なし 新規雇用者数×20万円 なし
取得価格×25％
限度1億円

緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

5 白石市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税・都市計画税相当額
5年間

固定資産税評価額×10％
特定区域：限度額1億円
その他　：限度額2,000万円

新規雇用者数×20万円（限度600万円） なし
取得価格（土地に限らず）×10％
限度（特定区域：1億円、その他：2,000万円）

緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

6 名取市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
3年間（集積業務等は5年間）

なし 新規雇用者数×10万円 水道開発負担金×50％（集積業種等75％）
取得価格×5％、集積業種等：8.5％
限度2億円

緑化面積×35円/㎡ なし なし（通常の支援制度の対象業種）

7 角田市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税・都市計画税相当額
5年間

なし
新規雇用者数×10万円（限度なし）
新規学卒×15万円（限度なし）

なし
取得価格×10％、特定区域：30％
限度1億円

緑化経費×30％（限度200万円） なし（通常の支援制度の対象業種）

8 多賀城市 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

9 岩沼市 なし
固定資産税・都市計画税相当額
3年間（限度額　1億円/年）

なし 新規雇用者数×20万円（限度1,000万円） なし なし なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

10 登米市 なし
固定資産税相当額
3年間

投下固定資産額又は課税標準額のいずれか低いほうの
20％（限度額3,000万円～2億円※条件による）

新規雇用者数×20万円（限度なし）
上水道料金×30％、（限度500万円/年）
3年間（市工業団地へ新設は加算有り）

取得価格×20％（市工業団地のみ）
緑化及び環境施設を設置した経費×30％
（限度500万円）

なし

①投資奨励：当課固定資産額×10%（上限300万円）
②雇用促進：１人につき5万円（上限30万円）
③通信回線使用料：12か月分の通信回線使用料の1/6を
交付（上限50万円）

11 栗原市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
3年間

投下固定資産 新規雇用人数 交付額 限度額
5千万円以上  3人 取得価格×10％　3千万円
1億円以上    5人 取得価格×10％　5千万円
2億円以上   10人 取得価格×15％　7千万円
3億円以上   15人 取得価格×15％　1億円
5億円以上   20人 取得価格×20％　2億円

新規雇用者数×10万円（限度500万円） なし
取得価格（土地に限らず）×5、10、15、20％
（限度1,000万円、3,000万円、1億円、3億円）
※投下固定資産額、雇用人数に応じて

なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

12 東松島市 なし
固定資産税相当額＋年間賃借料×3×1.4％
5年間

なし 新規雇用者数×30万円（限度750万円）
【上水道】水道基本料金、3年間
【地下水】事業費×500万円（限度200万円）

なし
緑化経費×30％（限度200万円）
防音事業費×50％（限度200万円）

なし なし（通常の支援制度の対象業種）

13 大崎市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

なし

投下固定資産 新規雇用人数 交付額 限度額
5千万円以上  3人 取得価格×10％　3千万円
1億円以上    5人 取得価格×10％　5千万円
2億円以上   10人 取得価格×15％　7千万円
3億円以上   15人 取得価格×15％　1億円
5億円以上   20人 取得価格×20％　2億円

新規雇用者数×20万円、短時間10万円
（限度2,000万円）

なし
取得価格×15、25、30％（限度1,000万円、
4,000万円、1億円）※面積による
※工専、工業、準工、都市計画区域外に限る

なし なし
・投下固定資産額×10％（限度1,000万円）
・新規雇用者数×20万円（限度1,000万円）
（通常の支援制度でも対象業種）

14 富谷市
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額＋年間賃借料×3×1.4％
3年間

なし 新規雇用者数×10万円（限度1,000万円） なし

製造業等：用地取得費の15％
情報通信業：用地取得費の10％
運輸業等：用地取得費の5％　※工業用地等に限
る

なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

15 蔵王町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
5年間

なし
新規雇用者数×20万円
新規学卒×20万円

なし 取得価格×10％（限度1億円） なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

16 七ヶ宿町 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

17 大河原町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
5年間

なし
新規雇用者数×10万円
新規学卒×15万円
転入常用雇用者数×20万円　（限度500万円）

なし 取得価格×10％（限度5,000万円） 緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

18 村田町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
5年間

なし
新規雇用者数×10万円
新規学卒×15万円
転入常用雇用者数×20万円　（限度500万円）

なし 取得価格×20％（限度5,000万円） 緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

19 柴田町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
5年間

なし
新規雇用者数×10万円
新規学卒×15万円
転入常用雇用者数×20万円　（限度500万円）

なし 取得価格×10％（限度1億円） 緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

20 川崎町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

※税制優遇（課税免除）
3年間（過疎法の適用を受ける事業者）

投下固定資産 交付額 　　　　　　　限度額
3千万円以上  投下固定資産額×1％　5千万円
1億円以上    投下固定資産額×3％　5千万円
3億円以上  　投下固定資産額×5％　5千万円
5億円以上  　投下固定資産額×7％　5千万円
※移設・増設は助成金額×50％

新規雇用者数5～10人：100万円
新規雇用者数10～20人：200万円
新規雇用者数20以上：300万円

町外居住新規雇用者数×10万円
町内居住新規雇用者数×20万円
町内居住新規学卒×30万円
転入新規常用雇用×40万円　　（限度500万円）

なし 取得価格×10％（限度1,000万円） なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

21 丸森町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

※税制優遇
固定資産税×30％限度
5年間

1億円以下　取得額×20％　限度額　1,000万円
1億円以上　取得額×10％　限度額　2億円

新規雇用者数×10万円
新規学卒×15万円　　（限度200万円）

なし
投下固定資産額（土地以外含む）×20％、10％
（限度1,000万円、2億円）＝～R8.3.31

なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

22 亘理町 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

23 山元町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
3年間

なし 新規雇用者数×10万円（限度500万円）
上水道料金×30％（限度500万円/年）3年
上水道加入金×50％

取得価格×10％（限度1億円） なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

24 松島町 なし
※税制優遇（課税免除）
3年間（過疎法の適用を受ける事業者）

なし なし なし なし なし なし なし

25 七ヶ浜町 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

26 利府町 なし
固定資産税相当額
3年間（限度額1億円/年）

なし 新規雇用者数×10万円（限度1,000万円） なし なし なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

27 大和町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
3年間（投下固定資産税額50億円以上は5年間）

投下固定資産額×3％（限度額1億円） 新規雇用者数×10万円 なし
取得価格×15％（限度2億円）※第一仙台北部中
核工業団地、大和リサーチパーク

なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

28 大郷町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

固定資産税相当額
3年間

新規雇用者数×10万円×3年間（限度300万円） なし 取得価格×15％（限度1億円） なし なし なし

29 大衡村 なし なし 新規雇用者数×8万円（限度800万円） なし
用地取得費×15～25％（限度3億円）※第二仙台
北部中核工業団地

なし なし なし

30 色麻町 なし
固定資産税相当額
3年間

新規雇用者数×30万円 なし なし なし なし なし

31 加美町 なし なし 新規雇用者数×10万円（限度200万円） なし なし なし なし なし

32 涌谷町 なし なし
新規雇用者数（町内在住）×30万円
新規雇用者数（町外在住）×15万円

なし なし なし なし なし

33 美里町 なし
固定資産税相当額
3年間

新規雇用者数（町内在住）×10万円
新規雇用者数（町外在住）×5万円　（限度500万
円）

なし なし 緑化経費×50％（限度500万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

34 女川町
用地取得費助成に包含（居抜き改修等の加算
メニューなし）

※税制優遇（原発地域特別措置法、不均一課税）
初年度　　税率0.14％
２年度　　税率0.35％
３年度　　税率0.70％

新規雇用者数×20万円　（限度500万円）
転勤により転入した場合は30万円/人

なし

取得価格（土地に限らず）×20％（限度2億円）
※町外企業が初めて立地した場合は30％
※新規雇用者が20人（中小企業は15人）以上の
場合は交付限度額3億円

緑化経費×30％（限度200万円） なし なし（通常の支援制度の対象業種）

35 南三陸町 なし
固定資産税相当額
5年間

新規雇用者数（地元）×10万円 なし なし なし なし なし（通常の支援制度の対象業種）

居抜き物件の改修や土地の造成に対して助成
する自治体は石巻市のみ

石巻市を含め、２７団体で該当
（うち４団体が、税制措置）

７団体で該当（石巻市該当なし） 石巻市を含め、３０団体で該当 石巻市を含め、５団体で該当 石巻市を含め、２０団体で該当
環境対策：石巻市を含め、３団体で該当
緑化推進：石巻市を含め、１２団体で該当

石巻市のみ該当
個別制度：石巻市を含め、４団体で該当
対象業種：２０団体で該当
該当なし：１１団体

宮城県内各自治体との制度比較（企業立地助成金除く）

自治体

既存制度

別紙資料３


